
令和６年度の取組状況報告

奈良県紀の川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会

資料２



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

東吉野村の令和６年度の取組状況

◎取組概要

1

取組機関 東吉野村 連携機関 なし

取組内容 No.43 消防団を対象に災害時の対応訓練

様式２

消防車両による広報・見回り訓練
情報伝達訓練
ハザードマップを使用し、避難経路の確認等有事の際に迅速な対応が
行えるよう、実践的な訓練を実施。



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

川上村の令和６年度の取組状況

取組機関 川上村 連携機関 警察、消防団

取組内容 No.55 住民参加型の避難訓練の実施

◎取組概要

2

住民参加型の避難訓練の実施

〇日 時： ①令和６年９月７日

〇参加人数：644名
（うち村民529名、消防団62名、職員53名）

〇実施期間： 毎年実施

【訓練の流れ】
・大型台風の接近により土砂災害警戒情報が発表される。
・全村民対象に避難指示を発令。
・各地区の避難所に避難する。

様式２

【成果】
・毎回６～７割の村民が参加し、防災意識の向上に取り

組んでいる。



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

五條市の令和６年度の取組状況

◎取組概要

3

取組機関 五條市 連携機関 なし

取組内容 No.53 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施

様式２

防災教育の様子

五條市では小学生を対象に災害対策には「自助」「共助」「公
助」の３つあることを伝え、その中でも「自助」の自分たちの身
は自分で守ること、「共助」の困ったときはみんなで助け合う
ことの大切さを説明、避難施設の確認などの防災教育を実施

感想等

パワーポイントで実際に写真や資料を見ることやクイズ形
式で参加してもらうことで、難しい言葉で説明するよりも伝
えたいポイントや災害の様子がイメージしやすかったものと
思われる。
また、ハザードマップを初めて見る子どもたちも多いため、
地区ごとに作成しているハザードマップを配布し、自分たち
の地域を舞台に自宅や学校、避難所を結ぶ経路にどのよう
な危険箇所があるか学んでもらうことができた。

防災教育実施状況
令和２年度 １校
令和３年度 ２校
令和４年度 ３校
令和５年度 ３校
令和6年度 6校
※R7.2/5 時点

パワーポイントを使った説明 ハザードマップの確認



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

大淀町の令和６年度の取組状況

◎取組概要

4

取組機関 大淀町 連携機関 なし

取組内容 No.54 水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報（出前講座の実施）

防災出前講座の実施

令和5年度は全国的に水害による被害が多く発生したことから、水害についての出前
講座の依頼が多かった。防災の基本的な内容を中心に、水害・土砂災害の危険性、避難
方法や情報収集の方法など、より具体的な内容で講座を行った。

工夫した点

①令和3年に作成した町ハザードマップを参加者全員に配布。
改めて自宅周辺の危険区域や避難場所について確認をして
もらった。

②８月5日実施の防災出前講座では、マイ･タイムラインの様式
を配布。その場で、解説を交えながら、参加者にマイ･タイ
ムラインを作成してもらった。

様式２



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

吉野町の令和６年度の取組状況

◎取組概要

5

取組機関 吉野町 連携機関 なし

取組内容 No.53 防災知識の普及

様式２

工夫した点

①石川県穴水町での（R6.2.25～R6.3．4）の罹災業務発行業務支援の際、見聞きした現場の状況や被害を受けられ
た方々、職員の方々の苦悩等について、資料を用いて説明

②自助・共助・公助の役割について説明した上で、平時から備えておくべきもの、体制について各地区で考えていただけ
るよう方向付けるように説明

③マイタイムラインの例や備蓄品（災害時に備えておくと便利なもの）等を紹介

町内各地区での防災学習会の実施

〇日 時： ①令和６年６月３０日 ②令和６年７月２１日 ③令和６年９月2３日
〇実施場所： ①轟地区 ②左曽自治会 ③山口自治会
〇内 容：能登半島地震から学ぶ防災対策について

左曽地区における防災学習会の様子



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

宇陀市の令和６年度の取組状況

取組機関 宇陀市 連携機関 なし

取組内容 No.55 住民参加型の避難訓練の実施状況

◎取組概要

6

指定緊急避難場所「ぬく森の郷」を使った避難所開設・運営訓練の実施
災害発生時の避難所開設を想定し、「避難所の受付と避難誘導訓練」「避難者エリア設定と資器材取り扱い訓練」を実施。
〇日 時 ： 令和６年11月１６日
〇参加者 ： 宇陀市室生地域内のまちづくり協議会役員

様式２

◆工夫した点
避難者が長期化した場合、避難所の運営には市民の協力が不可欠であるため、地域を変えて計画的に訓練を実施する。

◆取り組みによる効果
避難に係る知識の一部を知っていただき、集会所や公民館のような自治会レベルでの自主避難所開設に役立てる。

居住スペース設定 簡易トイレ作成 段ボールベット組み立て パーテーションテントの設営



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

宇陀市の令和６年度の取組状況

取組機関 宇陀市 連携機関 なし

取組内容 No.27 住民一人一人のマイタイムライン・マイ防災マップの作成促進

◎取組概要

7

ブルーシート（災害への備え、避難計画）」の作成
全市民作成を目指し、自主防災組織や連合自治会等の防災講話で、当該地域のハザードマップを拡大詳細にして浸水害や土砂災害の
危険を周知し、必要な備えを伝え、それぞれの避難計画を作成する。また、自宅に持ち帰り、家族と話し合って、さらに詳細な避難計画を
家族単位で話し合いしていただく。

様式２

◆工夫した点
６４歳以下の市民向けに「ブルーシー

ト」と称して、避難行動要支援者個別避難
計画に合わせてマイタイムライン（個別避
難計画）を作成いただく。将来的に高齢者
などの個別避難計画に移行でき、自分だ
けでなく、家族も巻き込んだ防災意識の
高揚につながる。

◆取り組みによる効果
取組内容の工夫点・課題・留意点
高齢者等の避難行動要支援者に関する個
別避難計画作成が難航する中、若い世代か
らマイタイムライン（個別避難計画）を作成
いただくことで、将来的に高齢者などの個
別避難計画に移行できる。また、自分だけ
でなく、家族も巻き込んだ防災意識の高揚
につながる。

表面 裏面



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良県の令和６年度の取組状況

8

◎取組概要

取組機関 奈良県（吉野土木事務所） 連携機関 なし

取組内容 No.1 紀の川水系河川整備計画に基づく河川改修の実施

計画堤防断面に対して高さや幅が不足している区間では、洪水により氾濫する恐れがある。
洪水を河川内で安全に流す対策として、学識経験者や地方公共団体の長や住民の方々等の意見を踏まえて策定し
た「紀の川水系河川整備計画」に基づく堤防整備等の実施に向けた設計、用地買収、工事等を進めているところ。

感想等
今後も河川整備計画に基づいた、河川改修を着実に実施し、紀の川の治水安全度の向上に努めていく。

工事中

菜摘工区

様式２

六田工区

位置図

設計中

新住工区阿知賀工区

六田工区 下渕工区



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

和歌山河川国道事務所の令和６年度の取組状況

◎取組概要

9

取組機関 和歌山河川国道事務所 連携機関 奈良県

取組内容 No.1 洪水を河川内で安全に流す対策

様式２

和歌山河川国道事務所では、紀の川水系河川整備計画に基づき、築堤や河道掘削、狭窄部対策といった河道整備を推進しています。

和歌山県域では、岩出・藤崎・小田の３つ狭窄部のうち、岩出狭窄部対策が令和２年度に完了しました。令和3年度からは藤崎狭窄部対策に

着手しており、着実に治水安全度の向上をはかっているところです。

奈良県域では、紀の川全体の河川整備の進捗等を共有することを目的として、上流区間の河川管理者である奈良県、大滝ダムの管理者であ

る紀の川ダム統合管理事務所の３者で事業連絡調整会議を開催し、各課題に関して意見交換を行っています。

なお、奈良県域の事業としては野原西地区及び二見地区において堤防整備を推進しており、野原西地区の築堤の進捗に伴い、今後整備が

必要である紀の川と大和丹生川（奈良県管理）の合流点の形状等について、奈良県と適宜設計協議を実施しています。

開催日：令和６年６月６日

参加機関：
奈良県河川整備課
近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所
近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

会議内容：
紀の川における奈良県及び国の整備スケジュールの共有、各機関
の事業内容の共有、大滝ダムの運用等に関する意見交換等

紀の川河川改修事業連絡調整会議内容

奈良県域河川改修事業位置図

紀の川水系河川整備計画の推進に向け、紀の川上流区間の河川管理者である奈良県と連絡調整会議を開催



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

紀の川ダム統合管理事務所の令和６年度の取組状況

◎取組概要
大滝ダム・学べる防災ステーションを活用した小学生対象の防災教育の実施

10

取組機関 紀の川ダム統合管理事務所 連携機関 -

取組内容 No.53 小中学校や地域を対象とした災害教育の実施

様式２

○大滝ダムでは、新型コロナウイルスやインフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、そしてヒトメタニューモウイルス感染の防止対策をしながら、併設する大滝ダム・学べる防災ス
テーションを活用した防災教育を実施。参加した児童による「ダム見学新聞」コンクールも開催。 【令和6年度：近畿地整】

大滝ダム及び併設する学習施設には、奈良県内の小学生を中心に多くの見学者を迎え、令和6年度12月20日までの学べる・防災ステーション来館者は累計約65万人に上ります。

大滝ダム・学べる防災ステーションでは、映像やジオラマ等により、人間の知恵がどのように「水」を治め、「水」を活用してきたかを「ダム見て、防災の話を聞いて」学習することができます。また、奈良県教育部局等の
協力のもと、小学生が大滝ダムで学んだことをまとめた新聞を応募する「ダム見学新聞」コンクールを毎年開催しています。応募作品から選定された優秀作品について、3月9日に表彰式を実施する予定です。

実施概要

感想等

実施状況
（R6.12.20 現在）

平成８～令和６年度の累計
大滝ダム・学べる防災ステーション見学者累計約６５．６万人
見学新聞ｺﾝｸｰﾙ応募累計 ４８０校２８,６４０人

（※令和６年度の応募数は１月末に判明するため未計上）

令和６年度の団体総数
団体見学者数 １０５団体６,５５７名

内、小学校の校外学習校 ３９校２,７０６名

・ダムの仕組みがよくわかった。大雨時、どのような手順で操作していくかなど勉強にな
りった。

・ダム建設の裏話もあり、普段聞けそうにない話が盛りだくさんで、終始楽しかった。
・ダムのしくみやいろいろなことを学べて面白かったです。ゲートでも、予備があった
り、ゲートを開閉するための機械などを間近で見れて良かったです。

・学校では、ダムのことをくわしく教えてくれませんでしたが、この機会があったから
こそ、いろいろなことをしれました。

・質問コーナーやクイズもあって、気軽にダムについて聞けることがとても楽しかった
です。

ｽﾃｰｼｮﾝにてダムの役割説明 ｽﾃｰｼｮﾝにてダムや地理等の説明

ダム天端にてダムの説明 外部桟橋にてダムの説明



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

奈良地方気象台の令和６年度の取組状況

◎取組概要

11

取組機関 奈良地方気象台 連携機関 下市町、川上村

取組内容 No.54 水災害の意識啓発の広報

様式２

ケーブルテレビの自治体チャンネルを利用した
気象台の情報発信・普及啓発

〇実施期間： 令和６年７月～ 下市町で開始
８月末 台風第１０号接近時の臨時版を放送

（下市町・川上村）

〇放送内容 ・南海トラフ地震への備え
・熱中症予防
・台風第１０号への備え
・気候変動

工夫した点
①台風接近前に注意・警戒すべき点を住民に周知、呼びかけ

②放送するスライドの文字を大きく、わかりやすい言葉で資料作成

③気象台からの季節のトピックやイベントのお知らせを放送し、気象台の
取組みを幅広い年代に周知

▼台風第10号接近時の臨時版

▼気候変動について情報発信



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所の令和６年度の取組状況

◎取組概要
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取組機関
近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

連携機関 なし

取組内容 No.17 ダム操作に関わる情報提供や住民周知のあり方の検討

様式２

ダム管理者としての減災・被害の最小化への取組として、流域内関係者が必要とする情報共有の連
携強化のため、洪水放流・事前放流の際に、放流開始時間・最大放流量等について関係機関への直
接的な情報提供を行うことで、避難等の防災行動に繋がる取組を実施。

河川法に基づく通知・通報に加えて、流域内関係者への直接的な情報提供を実施。

令和　年　月　日

各関係機関 殿
（ダム操作規程に基づかない機関）

　　こちらは、農林水産省南近畿土地改良調査管理事務所です。

　　大迫ダムは、常時満水位を越える恐れがあり、　月　 日　 時　　分　ごろから

　　洪水吐からの放流を開始します。最大放流量は、４００m3/S程度になる見込みです。

受信時刻 　月　　日　　時　　分 受信機関名 受信者名

送信者：農林水産省南近畿土地改良調査管理事務所　管理課
　　 ＴＥＬ ： ０７４７－５２－２７９１ ＦＡＸ ： ０７４７－５２－２７９４

送信先

大迫ダム放流開始の連絡（この連絡は河川法４８条による通知ではありません。平成１５年６月３０日大迫・津風呂ダム放流
連絡会連絡者会での決定事項により情報提供するものです。）

本連絡を受信したら、下の枠内に受信時刻・受信機関名・受信者名を記入して下記までＦＡＸにて送信願いま
す。

情報提供様式

感想等

関係機関との情報連携強化を図ることで、よりスムーズ
な水防活動の実施、地域防災力の向上が期待できる。

実施概要

●対象機関
流域内市町危機管理担当部署、警察署・消防署、水道事
業者、漁業協同組合、関係土地改良区等
（河川法・ダム操作規程に基づかない機関が対象）
●実施内容
放流開始時間、最大放流量の情報提供

実施状況



共通 ・ 国管理区間 ・ 県管理区間

近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所の令和６年度の取組状況

◎取組概要
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取組機関
近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

連携機関 なし

取組内容 No.17 ダム操作に関わる情報提供や住民周知のあり方の検討

様式２

国土交通省『川の防災情報』に対してデータ提供を実施。

ダム管理者としての減災・被害の最小化への取組として、住民の方々にダムの全流入量、全放流量等を周知す
ることを通じて、的確な避難行動に役立てていただけるよう、国土交通省『川の防災情報』に対してデータ提
供を実施。

実施概要

貯水位（m）、貯水量（千㎥）、全流
入量（㎥／s）、全放流量（㎥／s）等
のデータ提供

感想等

リアルタイムのダムの全流入量、全放
流量等を住民の方々に知っていただく
ことで、的確な避難行動につながるこ
とが期待される。

実施状況


